
＜参考＞

給与勧告の流れ

職種別民間給与実態調査（５～６月）
● 人事院、都道府県市人事委員会との共同

調査

● 企業規模50人以上で、かつ事業所規模50

人以上の市内民間事業所の中から無作為に

抽出された事業所が対象

千葉市人事委員会では、本市職員と市内民間事業所の従業員の４月分の給与額を調査した上

で、これらの精密な比較を行い、本市職員の給与水準を市内民間事業所の従業員の給与水準と均

衡させること（民間準拠）を基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、市内民間事業所の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確

に把握し、民間の年間支給割合に本市職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を合

わせることを基本に勧告を行っています。

千葉市職員給与等実態調査（６～７月）
● 本市に勤務する一般職の職員を対象

（ただし、臨時的任用職員、休職中の職員

等は除く。）

給与改定や雇用

調整の状況等
特別給（ボーナス）
（前年８月～当年７月）

４月分給与 ４月分給与

事業所別調査 従業員別調査

民間従業員と本市職員の給与を比較
● 本市職員にあっては事務・技術関係職種、民間従業員

にあってはこれに相当する職種の者について、責任の度

合（役職）、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

民間の特別給の年間

支給割合との比較

給料表、諸手当等の改定内容の検討及び決定
国や他の地方公共

団体の状況等

（参考）

市議会及び市長に対して勧告（９～10月）

市議会 市長

条例改正を提案（11～12月）

条例の審議・決定


